
　　　　　整理番号01-1から1-86まで：2026年6月1日更新
整理番号 章 ご質問・ご意見 回答

1-01 1章

①建築基準法施行令第38条1項：
構造耐力上安全なものとしなければならない。
②告示 平成13年国土交通省告示第1113号第２：
建築物の自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して、
建築物または建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が
生じないことを確かめなければならない。
③小規模建築物基礎設計指針P166：
「影響が小」とみなせる程度も損傷限界状態
の関連性についての質問です。液状化が生じる可能性がある
軟弱地盤の場合です。
①が大前提条件で、②は地盤の短期支持力を算出する際に告
示式を用いる場合には、②の有害な…沈下を確かめる必要が
あります。
確かめられた場合に、短期支持力が求まり、短期支持力の検
討を構造計算により行い、安全性が確認できるもの（①を満足
させることができる）と考えております。
本指針③の、「「影響が小」であることを確認すること」は
（A)建築物の自重による…有害な…沈下が生じないことを確か
めること
（B)「建築物の自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮」
する必要のない地盤である。
のどちらに該当するのでしょうか？（両方？）
もし（A）のみに該当する場合は、「その他の地盤の変形等を考
慮して」建築物の有害な損傷や沈下が生じないことを確かめた
ことになるのでしょうか．

p.3に「本指針は、学術的見解に基づいて、推奨する一つの指
針としてまとめたものであり、建築基準法・同施行令および関連
告示とは一線を画している．したがって、本指針は法的拘束力
をもったものではなく、関係法令への適合性は、別途確認が必
要である」と述べている通り、法令の適用関係についての質問
に答える立場にありません。
本指針では、液状化の可能性がある地盤において、レベル1荷
重に対し、「影響が小」であることを確認することで、地盤の支
持力については、損傷限界の支持力は満足されたものとみな
す、としているので、「損傷限界」の意味合いを勘案の上、ご判
断ください。

1-02 1章

基礎指針の範囲内容にもなりうるかと思いますが、本指針では
レベル2荷重に対する基礎の要求性能はグレードCとのことでし
たが、公共建築物等において国交省「耐震安全性の目標」の
構造体Ⅰ類,Ⅱ類,Ⅲ類が求められる場合でも、許容応力度設
計内で重要度係数を乗することで本指針の対象となると考えて
よろしいでしょうか。

他の指針類に対して、本指針の対象となるかについては回答
する立場にありません。本指針が対象とする小規模建築物は、
その大半が個人資産であり、敷地や資力に制約があることによ
る特有の事情を前提として、要求性能を設定しているので、公
共建築物とは前提が異なる場合があると思われます。それを
勘案してご判断ください。

1-03 1章
第1章の説明内で「設計者」とは誰を指すのでしょうか？ 本指針を参照して小規模建築物の基礎設計を行うとする者で

す。

「小規模建築物基礎設計指針」 (第2版,2025年12月刊行)質問と回答
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整理番号 章 ご質問・ご意見 回答

1-04 1章

※P1～2 表1.1.1について
「358棟の建物の接地圧の調査」と記載されていますが、梗概
集、論文集等で発表された資料はありますか。
P88表3.4.3で木造と鉄骨住宅の荷重を同等の値で扱っている
に対して表1.1.1ではべた基礎の接地圧は双方で2倍近い差が
あります。データの出典が見たいです。
なお、軽鉄系の住宅においては２Fべた基礎の上限値を16kN/
㎡（常時）としていますが、自分で自分の首を締めていることに
なりませんか。16kN/㎡を超える設計などいくらでもあると思い
ます。また、深基礎（布）の場合はどのように考えればよろしい
のでしょうか。

表1.1.1は本指針改定小委員会内のワーキンググループ内で実
施された調査に基づいており、梗概集等で発表された資料はあ
りません。
表3.4.3は圧密沈下の検討における増加地中応力を算定する際
の平均的接地圧の目安ですが、表1.1.1は本指針の適用範囲と
なる接地圧の目安を定めるため、最大接地圧の統計学的95％
上限限界値をまとめたものです。
表1.1.1の結果を参考に、上部構造が鉄筋コンクリート造以外の
場合はべた基礎で20～50kN/㎡、布基礎で50～100kN/㎡、上
部構造が鉄筋コンクリート造の場合はべた基礎で80kN/㎡程度
以下を適用範囲としているので、この範囲から外れるなら被害
調査のサンプルも限られるため本指針のクライテリアの考え方
は適用できません。

1-05 1章

住宅等小規模建築物の構造計算を行う際、基礎計算は主にグ
レ一本を参考にする形になりますが、小規模基礎指針とグレ一
本では、基礎の計算方法が異なる部分もございます。グレ一本
と小規模基礎指針の計算方法に違いがありますが、許容応力
度計算をする場合はグレ一本を参照し、小規模基礎指針は、
あくまで壁量計算を前提とした基礎の計算方法ということでしょ
うか。

本指針の適用範囲は1.1節に記載の通りです。他の指針類に
対してコメントする立場にありません。

1-06
1章
p.1

P１ 小規模建築物の定義 RC造以外のべた基礎50KN/m
2
以

内について杭状地盤補強において１本あたりの長期許容耐力
を算出し、杭位置をピン支持として設計する場合は、長期軸力
／1本あたりの支配面積より最大の接地圧を算出し、この値で
判断すればよいか

本指針の適用範囲については、地盤に作用する単位面積当た
りの荷重レベルを目安にしていますので、ご質問のような方法
も一つの接地圧の算出方法かと思いますが、べた基礎である
なら、5.6節のように基礎を含む建物全体重量をスラブ面積で除
して、荷重の偏心を考慮して有効接地圧を算定するなどの方法
も考えられます。
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1-07 1章

最大接地圧の統計処理により、適用範囲を布基礎で最大
100kN／㎡とし、これを超える場合はこの指針の適用範囲外と
されていますが、SWS試験においては最大120kN／㎡まで地耐
力が設定できます。
・基本的には小規模建築物はSWS試験に基づいて設計される
建物であるため、120kN／㎡まで対象範囲とすべきと考えます
が、いかがでしょうか。
・接地圧が100kN／㎡を超える場合、対象から外れるのは、ど
の項目になるのでしょうか。
（SWS試験による支持力・基礎部材の設計方法など。すべての
内容？）
・SWS試験ではNsw150で上限値が設定され、それ以上のNsw
は余力として判断できると思うため、SWS試験は120kN／㎡ま
でとし、基礎設計において適切に設定した地耐力に合わせた
構造計算を行なえば、同様の扱いができると判断してもよいで
しょうか。

本指針における接地圧に関する適用範囲は、常時荷重・レベ
ル1荷重に対し、一部で基礎指針と異なるクライテリアを設定
し、レベル2荷重に対してはグレードCをクライテリアとする設計
法を対象として、過去の被害地震での被害調査や設計実績な
どを勘案して設定しているため、単純なSWS試験の調査法に対
応した支持力の算定の適用範囲などどは異なります。
本指針で定義する小規模建築物の接地圧の目安を超える場合
には、十分なサンプル数に基づいた適用性の検証がされてお
りませんので、クライテリアの設定やその目標性能実現のため
の設計法は、基礎指針を参照願います。

1-08 1章

p.2（表1.1.1）：工法・建築規模・基礎形式の違いによる接地圧の
95%上限限界値の整理を見る限り、2階建てWPC造(住宅規模)
の布基礎形式は、接地圧の大小に関わらず本指針の適用外と
なるという理解でよいのでしょうか。これまで同条件の物件に対
して本指針を適用してましたが、適用外となれば設計方針に大
きく影響するため、質疑させていただいております。

壁式プレキャストコンクリート造は、荷重としてはRC造に相当す
ると思われますが、本指針で想定している一般的な小規模建
築物の基礎の沈下のクライテリアなどを適用して問題ないか
は、WPC造の上部構造の要求性能から定まる項目もあると考
えられます。設計者が上部構造の要求性能を定め、本指針の
クライテリアで問題ないかを個別にご判断ください。

1-09 1章

p.2（表1.1.1）：今回示された接地圧の上限値について、工法ご
とに値が異なる理由をご説明いただけますでしょうか。接地圧
は工法に依存しないと考えており、設定根拠を確認したく存じ
ます。

また、軽量鉄骨べた基礎 16 kN/㎡、重量鉄骨べた基礎 44
kN/㎡など、実務に影響する数値もあるため、見直しの可能性
についてご検討をお願いします。地盤改良を行う場合にも、同
じ上限値を適用する必要があるのかご教示ください。

さらに、講習会資料では RC／非RC で一律の上限値が示さ
れていますが、本文に記載がない理由、表1.1.1 の位置づけ、
重量鉄骨の扱いについてもご説明をお願いします。

最後に、基礎形式ではなく調査方法に応じて上限値（例え
ば、SWS試験のみの場合は50kN/㎡、追加調査を行った場合
は 100 kN/㎡など）を設定する方が合理的ではないかと考えて
おります。この点についてのご見解も併せてお伺いします。

p.1下から5行目に「常時荷重時の接地圧の上限の目安は鉄筋
コンクリート造を除くとべた基礎で20～50kN/㎡、布基礎で50～
100ｋN/㎡、RC造のべた基礎で80ｋN/㎡程度以下であった。RC
造の布基礎は調査データがなかったので、RC造以外の布基礎
の値が目安となる。この接地圧の上限の目安の範囲内の建築
物は、・・・適用の上限の目安とした。」と記載されています。表
1.1.1は上限の目安を導出した根拠資料です。
この上限値は被害調査などの前提となっており、本指針のクラ
イテリアを適用する条件となりますので、どの程度の接地圧の
建物が小規模建築物として設計されてきたが重要な要素です。
調査方法については、第2章において「SWS試験から得られる
情報だけでは満足のいく設計ができない場合」に「設計者と建
築主がコミュニケーションを図れるように」表2.1.2を示しました。
本指針は「要求性能の設定において、安全かつ費用も含め現
実的な設計方法を提示できるよう設計者が建築主とのリスクコ
ミュニケーションを行うことを前提」としていますので、調査方法
の選定も同様に考えられます。
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1-10 1章

接地圧の上限値は 指針P.2 表1.1.1の常時接地圧が上限値
と考えてよいでしょうか。RC以外のべた基礎：50ｋN/㎡以下、
布基礎100ｋN/㎡以下と講習会資料には記載あります。例えば
2×4 2階のべた基礎は 上限値19ｋN/㎡と表にありますが、
19ｋN/㎡を超えたら小規模設計指針の適用外になるのでしょう
か。もしくは50ｋN/㎡が上限となるのでしょうか。

表1.1.1はp.1の17行目以降の接地圧の目安を定めた根拠で
す。p.1下から5行目に「常時荷重時の接地圧の上限の目安は
鉄筋コンクリート造を除くとべた基礎で20～50kN/㎡、布基礎で
50～100ｋN/㎡、RC造のべた基礎で80ｋN/㎡程度以下であっ
た。RC造の布基礎は調査データがなかったので、RC造以外の
布基礎の値が目安となる。この接地圧の上限の目安の範囲内
の建築物は、・・・適用の上限の目安とした。」と記載されていま
す。

1-11 1章

pp.1～2：p.1の17行目以降には接地圧の目安が記載されてい
ますが、p.2の表1.1.1に示されている接地圧の上限値と比較し
た場合、どちらを基準として参照すべきでしょうか。また在来の
布基礎など、表に記載のないものについて、その値を参照すべ
きか、教えてください。

表1.1.1はp.1の17行目以降の接地圧の目安を定めた根拠で
す。

1-12
1章
3章

液状化評価のH1-H2法が今回修正され，液状化の程度におい
て「中」は「大」と同等扱いとするとありますが，表1.4.3の注記3）
には，影響が「中」になる場合があるとあります。記載内容が食
い違っていると思います。

正誤表にて修正対応いたしました。
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1-13
1章
3章

（2025.12版）P.２では、表1.1.1「工法、建築規模、基礎形式の違
いによる接地圧の95％上限限界値」が新たに追記されたと思
われますが、この数値は上記P.88の数字とはどのような違いが
あるのでしょうか？
例えば、P.2の「在来」「２階」「べた基礎」では、【44ｋN/㎡】と
なっており基礎構造が布基礎ではないにしろ、P.88の基礎を含
んだ荷重【12ｋN/㎡】よりかなり上回った数値となっています。
今後、上記のように申請者（設計者）が、木造２階建て住宅の
概算荷重の参考根拠にする場合に、審査の資とするため何
卒、ご教示願います。
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。

（背景）
本市に提出される二階建ての木造一戸建て住宅（新２号）の確
認申請について、地盤改良杭が必要な場合の補強検討計算
時などにおいて、書籍「小規模建築物基礎設計指針（2025.12
版）」のP.88（旧版P.82）の表３.４.３「一般的な木造住宅の荷重」
の表中数値を計算根拠としている申請者（設計者）が多い状況
であり、本市も審査時にこの数値を参考にさせていただいてい
る状況です。
例）木造２階住宅【12ｋN/㎡】＋積雪荷重3ｋN/㎡＋安全側考慮
3ｋN/㎡＝18ｋN/㎡
18ｋN/㎡×建築面積＝建物荷重
建物荷重÷補強杭支持力＝必要改良杭本数

P88表3.4.3は圧密沈下の検討における増加地中応力を算定す
る際の平均的接地圧の目安ですが、表1.1.1は本指針の適用範
囲となる接地圧の目安を定めるため、最大接地圧の統計学的
95％上限限界値をまとめたものです。
表1.1.1は最大値の95％上限限界値（最大値がこの数値を超え
る確率は5％以下）を示していますが、表3.4.3は一般的な平均
値を示しています。
概算荷重を何の目的に使おうとしているのかを確認の上、ご判
断ください。

1-14
1章
6章

P166の水平抵抗の検討の要否について，鉛直検定比0.8を超
えた場合を目安として示され，P347以降に小口径鋼管杭がそ
の例として示されています。例えば，小規模建築物の定義（P1）

の目安値を少し超える場合（述べ面積550m
2
など）にも参考に

できると考えてよろしいですか。
また，鉛直検定比に用いる材料強度とは，長期の圧縮強度と
いうことでよろしいでしょうか。

指針P.1に示された小規模建築物の定義を外れる建物につい
ては、本会編「建築基礎構造設計指」および関連指針を参照し
てください。
鉛直検定比に用いる材料強度につきましては、改良体の長期
許容圧縮力となります。

5/29



整理番号 章 ご質問・ご意見 回答

1-15
1章
7章

ルート１の適用範囲に合わせ、適用建物の高さ規制が緩和さ
れました。
高さ16ｍ以下で、地震時の浮き上がりなく、鉄骨造70kN/㎡以
下の物件は適用範囲内と考えています。仮に、地震時に浮き
上がりが発生した場合もべた基礎の有効面積の考え方で設計
できいる物件であれば本指針の適用建物と考えて問題ないで
しょうか。（風圧＜地震を確認している物件）

常時荷重時の接地圧の上限の目安は、上部構造がRC造以外
の場合は、べた基礎で20～50kN/㎡、布基礎で50～100kN/㎡
程度以下としていますので、適用範囲内かは設計者にて判断
してください。
レベル1荷重時は浮き上がり限界モーメントM1＝VB/6以下をク
ライテリアとしており、これは基礎指針にも記載のある通り、M1
を超えると基礎の回転角が急激に大きくなり、モーメントを除荷
した後の残留沈下も大きくなることが確認されているためです。
また、レベル1荷重時の地盤の沈下量が損傷限界の限界値（変
形角を5/1000）以下となることを確認することが原則ですが、レ
ベル1荷重時の支持力の照査を行うことで沈下の要求性能は
満足されたとみなすとしているのも、浮き上がり限界モーメント
以下を遵守することで、過大な残留沈下は生じないという前提
条件があるからであり、浮き上がり限界モーメントを超える場合
には、沈下量のクライテリアを確保できるかの照査が必要で
す。

1-16 2章

P54 13行目「ただし、より大きな換算N値を採用するような危険
側の使い分けは避け」という意味がわかりません。
P50に記載があるNsw＞150こえる場合の信頼性の面で欠ける
ので支持力や粘着力などを算出する場合のことをいっているの
でしょうか？または、砂質土のNsw≦75の換算N値や、粘性土
のqu換算式全体のことをいっているのでしょうか？

例えば、SWS試験結果で粘性土に対しては、N値が大きく換算
される「稲田式」を採用、砂質土に対してはN値が大きく換算さ
れる「大島・深井らの式」を採用するような都合の良い使い分け
は避けるという主旨です。

1-17 2章

p.21（表2.1.2）： 左側の調査・検討項目に「1．本調査」と記載さ
れている一方、上段の調査方法欄にも「本調査」があり、二重
表記となって矛盾しているように見受けられます。現状では、簡
易サンプリングに〇が付くと、追加調査のサンプリングを行わ
ない限り「本調査」にならないように読めてしまいます。

左側の「1．本調査」を「1．事前調査・本調査」とし、簡易サン
プリングの〇を削除すれば、この矛盾は解消されるのではない
かと考えられるがいかがでしょうか。

表2.1.2の一番左は，調査目的を表すように表現したつもりでし
たが，「１．本調査」は言葉足らずで，「事前調査・本調査・追加
調査」として位置付けた本調査と混同していますので，現状の
「１．本調査」は，「１．基本的な地盤性状の把握」に読替えてく
ださい。正誤表に加えました。
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整理番号 章 ご質問・ご意見 回答

1-18
2章
3章

2.2節p.54に稲田式と大島・深井式を使用するときの注意点とし
て下記の記載があります
「近年の全自動式のSWS試験や自由落下による標準貫入の使
用状況に鑑みると、大島・深井らの式の方が整合性が高いと思
われる。ただし、稲田式を用いた基礎設計の実績が多数あるこ
とを考慮すると特にどちらを使うべきかということはないと判断
される」
しかし、3.3節p.74に算定式から支持力を求める方法（SWS試験
による）から先は稲田式を用いた変換式を「小規模指針推奨
式」としており、前述の「特にどちらを使うべきかということはな
い」と矛盾します。
このことについては、どのような判断となっていますでしょう
か？
指針の記述「一軸圧縮強さquとSWS試験の関係式(2.3.4)式に
着目して、安全側に内部摩擦角を有しないと仮定すると」 ⇒こ
の2.3.4式が稲田式です

一軸圧縮強さquとSWS試験の関係式は「稲田式」(2.3.4)式と「大
島・深井らの式」(2.3.9)式を示しておりますが、(2.3.4）式の方が
安全側になるため、(2.3.4）式を用いて導かれた(3.3.6)式を長期
許容支持力式として推奨しております。

1-19 2章

p.98 4行目の本文中，「評価精度を上げたい場合，表2.3.2に評
価精度の高い順に」の記載があります。ここで参照している「表
2.3.2」は，「表2.1.2 調査目的別の地盤調査方法選定表」の方
が適切ではないでしょうか。

正誤表にて修正対応いたしました。

1-20 3章

p.72（表3.2.3） 杭状地盤改良のうち、小口径鋼管や既製コンク
リート柱状体を用いた杭状改良工法の場合、杭状改良体と基
礎との接合ディテールは、どのような構造を想定されています
か

杭状改良体と基礎との接合部については6.1節をご確認くださ
い。

1-21 3章

P74～75 支持力式（3.3.6）式の内容と、告示式（3.3.2）式の内
容で（3.3.6）式の結果が大きくなるケースがでます。
確認申請時に、（3.3.6）式と（3.3.2）式の小さい値の結果を採用
していくべきと思いますが、（3.3.6）式を扱った場合の説明方法
はあるのでしょうか。

申請時の質疑に対する回答をする立場にありません。支持力
は（3.3.2）式と（3.3.6）式を用いて算出し、安全性を考慮して小さ
い方を採用するかなどは、設計者が判断すべきことです。
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整理番号 章 ご質問・ご意見 回答

1-22 3章

P75，SWS試験の結果から地盤の支持力を算出する際、
（3.3.6）式 「qa＝30Wsw+0.64Nsw」を用いると、平13 国交告第
1113 号に規定されている式「qa＝30+0.6Nsw」を上回る場合が
あります。このような場合でも、建築基準法上は適合していると
判断してよいのでしょうか。
「補足説明」

本指針では、（3.3.6）式 「qa＝30Wsw+0.64Nsw」を長期許容支
持力として推奨しています。一方で、平13 国交告第1113 号で
は「qa＝30+0.6Nsw」と規定されており、これを上回る値を許容
する緩和規定を設けられていません。例えば、自沈なし
（Wsw=1.0）で、Nsw=50 の場合の長期許容支持力は、本指針で
は62kN/㎡、告示では60kN/㎡となり、本指針の算定値が告示
値を上回る結果となります。このように、本指針に基づく算定に
より告示値を上回る支持力を採用することは、建築基準法上、
適合していると判断してよいのでしょうか。

（3.3.6）式は本指針が設定した推奨式であり、法的拘束力をも
つものではありません。1.2節にも記載されている通り、法適合
については別途確認が必要です。また、ご指摘のように（3.3.2）
式よりも大きな支持力になる場合があります。一方、（3.3.2）式
はWswを考慮していないため、SWS試験における自沈層がある
地盤で支持力を過大に評価する場合があります。したがって、
支持力は（3.3.2）式と（3.3.6）式を用いて算出し、安全性を考慮し
て小さい方を採用するかなどは、設計者が法適合なども考慮し
て判断すべきことです。

1-23 3章

P77，図3.3.3，ある審査の指摘で、べた基礎のスラブ面下の根
入れが確保できていないという指摘をうけたのですが、根入れ
深さの確保は、外周梁の直下のみで、スラブ面下は除くと考え
てよろしいでしょうか。

根入れはべた基礎のスラブ面下で確保するのが原則ですが、
本指針図3.3.3の右下および「建築物の構造関係技術基準解説
書」図3.1-4に記載の通り、内部の根入れを浅くするような場合
は、底盤位置での地盤の支持力の確認や雨水の影響がないこ
と、内部の基礎立ち上がりがその上部に配置される耐力壁が
負担すべき水平力に対し基礎梁として必要となる性能を確保さ
れているかを検討する必要があります。

1-24 3章

P80，今回、「主に雨水の侵入に起因する沈下」ということが加
わりましたが、雨水処理を宅内浸透処理にするケースもござい
ますが、雨水の宅内浸透処理は、建物の沈下には悪影響と考
えられますでしょうか。悪影響が少ない宅内処理の仕方などが
あればご教示頂けますと幸いです。

水と沈下は密接に関係するため、宅内で浸透処理を行う際に、
土質・地形・地下水位などの条件から浸透処理に適さない地盤
に施設を設置すると、建物や近接する擁壁・斜面などへ影響が
生じる可能性は容易に想定されます。
このため、国土交通省や各自治体が示している浸透施設の設
置に関する技術指針を参考にすることが有用と考えられます。
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整理番号 章 ご質問・ご意見 回答

1-25 3章

pp.82～83：図3.4.3（ｇ）は軟弱層上に均等に造成盛土したら中
央がへこんで沈下する例だとすると、表3.4.2 は「主に雨水の浸
入に起因する沈下」は該当せず、「圧密沈下」のみではない
か。

表3.4.2の（ｇ）では、「盛土自身の収縮や…」と記載しており、盛
土層そのものの収縮を沈下要因として含めています。したがっ
て、圧密による沈下だけでなく、雨水の浸入に起因して生じる
沈下も、盛土層自体の沈下要因として位置づけられます。

1-26 3章

P84の8行目「自沈層は概ね粘性土と推定できる」とされていま
すが，その場合，以下と考えてよろしいでしょうか。
①SWS試験結果が「砂質土」となっていても「粘性土」と考えて，
自沈層がある場合は圧密沈下の検討を行う。
②SWS試験結果が「砂質土」となっていても「粘性土」と考えて
液状化の検討において，非液状化層とする。

自沈層と土質の関係には一定の傾向があるという研究報告が
あるからといって，SWS 試験結果から作成された推定柱状図を
無視しろと断じているわけではありません。重要なのは、こうし
た傾向を認識したうえで、推定柱状図を作成した調査会社と十
分にコミュニケーションを図り、より実状に近い柱状図を推定で
きるように情報を共有・確認することです。

1-27 3章
P87，(3.4.1)式の記号説明の〔○.項参照〕の○部分について、
a～dとなっておりますが、正しくはi～ⅳかと思われます。

正誤表にて修正対応いたしました。
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整理番号 章 ご質問・ご意見 回答

1-28 3章

P91「曖昧なデータや不適切な計算式の適用は・・・・適切に評
価することが重要である」
まったく記載の趣旨の通りであると思います。しかし、多くの読
者は建築学会の指針で「不適切な計算式」など記載されるはず
がないと思っているのではないでしょうか。
この「不適切な計算式」とは旧指針図.3.3.9「粘着力と体積圧縮
係数の関係」を指していることは明白で、これまでに多くの方か
ら指摘を受けてきたため、改訂版で削除されたものと認識して
おります。
しかし、大手の住宅メーカーをはじめとして多くの地盤調査会
社や工務店では現況の調査機器を使って沈下量を簡便に定
量的に評価できるものとして、運用して来たと思います。おそら
く17年間全国で数十万件以上あるいは100万件超えているかも
わかりませんが、この中でどれほどの物件で不都合があった
のでしょうか。影響はあまりにも大きすぎます。一旦、指針に載
せたからには、理論だけでなく、実績をしっかり調査し、改訂版
に載せるかどうか判断するべきで、これが改訂版を執筆する人
の使命ではないでしょうか。なお、講習会においては、削除理
由の説明はありませんでした。
余談：法廷論争になったときニンマリしている鑑定人、弁護士が
いると思います。上手な指摘の回避方法、トークを望みます。

旧指針では、実験で得られた粘着力cと体積圧縮係数mvの関
係が図示されており、その関係自体を否定するものではありま
せん。ただし、これまで実務ではSWS試験結果から換算して得
られた c を用いて mv を評価していた点に課題がありました
（換算に換算を重ねた評価）。さらに、本改定で明確に示すこと
ができた小規模建築物の接地圧に幅があることに対し、mvは
応力に依存することを踏まえると、cからmvを一義的に求めるこ
と自体に無理があると判断しました。そのため、今回の改定で
は、「換算値ではなく実測値を用いて評価することを原則とす
る」 という方針を大前提とし、これらの図式は削除しています。
なお，従来から沈下の評価には，複数の定性的な側面を加味
していた事実に鑑みますと，簡便な定量的評価だけで運用をし
てきたから問題がなかったという捉え方は理にかなっていない
と思います。
改訂版は、旧指針に依存することなく、それまでに得られた新
たな知見や旧版に存在していた課題を踏まえて作成されます。
したがって、旧版と改定版で内容が異なることは当然想定され
るものであり、いずれも各出版時点での最適な技術的指針であ
るとして理解していただければと思います。

1-29 3章

p.91(3.4.7)式のmvの算出方法については含水比に基づく手法
のみが記載されていますが、粘着力を用いてmvを算出するこ
とは、指針上、適切ではないという理解でよろしいでしょうか。

旧指針では、実験で得られた粘着力と体積圧縮係数の関係が
図示されており、改定版では外したからといって，その関係自
体を否定するものではありません。しかし、これまで換算して得
られた c を用いて mv を評価していた点に課題がありました。
今回の改定では、この問題を解消するために、「換算値ではな
く実測値を用いて評価することを原則とする」 という方針を大前
提としたため、これらの図式は削除しました。

1-30 3章

p.96下から3行目、液状化検討における荷重レベル1の設定に
ついて、地震規模M7.7程度、最大加速度2.0 m/s²を想定する必
要がありますでしょうか。地震規模M7.5や最大加速度を1.5
m/s²とすることは適切ではないでしょうか？

図3.5.3は、地震規模M7.7程度、最大加速度2.0m/s
2
の地震の

実被害調査を基に作成されており，ここでは同地震をレベル１
荷重の目安として定めただけです。個別設計のレベル1地震動
の設定については，設計者の判断でお願いします。

1-31 3章

p.96図3.5.2のH1–H2法においては、3m以上の非液状化層が存
在する場合、その下位に位置する液状化層はH2に含めない取
り扱いとなっていますが、H1–Dcy法を採用した場合における
Dcyの検討範囲についても、同様の考え方を適用する理解でよ
ろしいでしょうか。

H1–H2法とH1–Dcy法の評価方法は異なります。「3m以上の非
液状化層が存在する場合」の箇所は，H1–H2法の独自の考え
方に拠りますので，H1–Dcy法に適用することはできません。
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整理番号 章 ご質問・ご意見 回答

1-32 3章

講習会資料P.7 3.4沈下の検討圧密試験からCc,Mv求めて検
討することを推奨するといわれており、指針にもかかれており
ますが、圧密試験を実施しない場合、ｗL、Wn（実測値）から求
めてもよい。→ボーリングでの追加調査を必ずしないといけな
いということでしょうか。

圧密試験については「推奨する」とされており、必ず実施するこ
とを求めているわけではありません。本指針では、定量評価に
加えて定性評価も有用であるとしています。これは、建物の沈
下には、「圧密沈下」だけでなく、「主に雨水の浸入に起因する
沈下」が大きく作用する場合があるためです。したがって、定量
評価を行う場合で「圧密沈下」が主体となると判断される場合に
は、設計者の判断により適切な調査方法を選択してください。

1-33 3章

p.96（図3.5.2）： 液状化層・非液状化層の選定方法について、
添付資料のようなSWS試験データの場合、粘性土と砂質土が
互層状であり、かつ非液状化層の層厚が３ｍ以上となっている
ため、同層より上層のみでＨ１とＨ２をカウントすると、地下水位
以浅の0.7ｍが非液状化層、液状化層は上層には存在しない
ため0ｍという認識でよろしいでしょうか。

個々の事例には回答できません。図3.5.2を参考にご判断をお
願いします。
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整理番号 章 ご質問・ご意見 回答

1-34

4章
5章
計算
例

P315［計算例8］、P323［計算例10］の設計条件の設定におい
て、基礎スラブ検討用荷重WFと基礎梁検討用荷重WBの荷重
について（表4.2.3参照）を見ると
WF=12.42KN/㎡
WB=10.98KN/㎡
とあるが、ここでの梁間とはＷＦ、WBの数値から読み取ると梁
間＝2.73ｍとなりますが、梁間とは具体的に例図5.3.1の開口部
の幅の事になるのでしょうか？
若しくは計算対象基礎に直行する基礎のスパン長さの半分と
いう事なのでしょうか？
具体的にここでいう梁間とはどこを指すのか図示していただき
たいです。
P105の図4.2.2では梁間とは基礎梁から小梁までの梁間になっ
ており例図5.3.1には小梁の表記が無く、この梁間の解釈が不
明瞭です。具体的に図示していただきたいと思います。

表4.2.3に記載の梁間はP105の図4.2.2に記載の重量負担範囲
の例を基にした数値になります。図5.3.1の開口幅とは異なりま
す。

1-35 5章

今回、独立基礎が無くなりましたが、これまで玄関のポーチ柱
のみ独立基礎で検討していた部分等は、基礎梁を通して一体
として設計するか、独立基礎として設計する場合は、基礎指針
に従い、個別に沈下検討をしなければならないということでしょ
うか。

独立基礎とした部分は、沈下に対して他の部分と一体的に挙
動しませんので、独立基礎とした部分に有害な沈下・変形が生
じないかは本指針では取り扱っていません。有害な沈下・変形
が生じないかの確認が必要な場合には、基礎指針等を参照し
てください。

1-36 5章

p.116 12,13 行目：基礎底面と地盤との摩擦係数について0.4
～0.6 の範囲が記載されていますが、この値はどの様な土質お
よび土質条件を想定して設定されているのでしょうか（例えば、
0.4 を採用する場合に想定されている土質の種類や粒径など、
基となった資料や出典についてご教授いただけますでしょう
か）。

既往の実験研究により、砂とコンクリートの静止摩擦係数は0.4
～0.6とされています（Uesugi et al., Soils and foundations, 1990
など）。粘性土では内部摩擦角が砂質土に比べて小さくなるた
め静止摩擦係数も小さくなる傾向になります。

1-37 5章

119P図5.2.2及び図5.2.3について、布基礎、べた基礎の断面例
が示されております。基礎梁とフーチングまたはスラブとの相
互の定着については、特に示されてはおりませんが、規定はな
いと考えてよろしいのでしょうか。内部立上りでは、全く定着が
ない形も図示されていますが、定着なしでも問題ないということ
でしょうか。

布基礎やべた基礎の配筋要領は、本会「壁式構造配筋指針・
同解説」などが参考になりますのでご参照ください。

1-38 5章

P119図5.2.3より基礎スラブ筋の定着の考え方についてスラブ
筋の端部定着にて、上側定着とされていますが、その意図は
定着長を確保するためですか？本指針のような小規模の基礎
スラブ筋（例；D13鉄筋）の定着位置および定着長についてご教
示ください。

布基礎やべた基礎の配筋要領は、本会「壁式構造配筋指針・
同解説」などが参考になりますのでご参照ください。
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1-39 5章

p.119 ：本指針には記載がありませんが、べた基礎スラブ下と
地業の間に断熱材を敷き込む工法は採用可能でしょうか。可
能な場合、以下の点について教えてください。
・許容支持力度の扱い
・断熱材の耐力計算方法（安全率の考え方など）
・断熱材を構造材として使用した場合の劣化（圧密、虫害等）の
評価方法

第1章P6「小規模建築物のための地盤改良」でも述べている通
り、『「地業」として扱われるものであるが、建築物の荷重を支持
する重要な材料でることから、材料としての強度や耐久性が明
確なものを使用し、構造安全性の確認が可能な材料のみを本
指針では対象』とする、という考え方は共通しています。
建築物の供用期間中、荷重を支持できる材料であるかは、個
別に判断してください。
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整理番号 章 ご質問・ご意見 回答

1-40 5章

住宅の人通口を基礎梁として設計する際に、スラブ内に補強筋
を並べた形で設計されているケースを多く目にします。（別添
①）複筋ともなっていないのですが、このような形でも基礎梁設
計は成り立つと考えられるのでしょうか。それとも、120Pに記載
された「梁として、力を伝達することができず、寸断された状態」
と考えるべきでしょうか。

個別の設計内容に答える立場にありません。
力学モデルの仮定や設計方針などが適切であるかを確認して
ご判断ください。
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整理番号 章 ご質問・ご意見 回答

1-41 5章

p.134：偏心布基礎から生じるねじれモーメントをねじれ抵抗梁
に伝達させるための基礎梁（偏心布基礎の基礎梁）について、
ねじれの検討が必要かどうか確認したい。

もし検討が必要な場合、RC 基準に準拠し、ロの字型スター
ラップを配置する必要があるのでしょうか。計算例を見る限りで
は、ねじれの検討は行われていないように見受けられ、提示さ
れている断面・配筋ではねじれモーメントを負担できないように
思われます。この点についてご説明いただきたい。

本指針では、「偏心布基礎」および「片側に土圧を受ける基礎」
の
「鉛直荷重に対する検討」において、基礎梁に作用するねじり
モーメントに対する検討を実施することを求めています。(5.4.1)
式および(5.5.7)式による検討は、常時作用するねじりモーメント
に対し
斜めひび割れ強度を安全側に表現しているとRC規準にも述べ
られている通りです。もし、(5.4.1)式、(5.5.7)式を満たさない場合
には、閉鎖型STPを設けRC規準に準拠したねじり補強の検討
が必要になります。
なお、本指針では、「水平荷重に対する検討」では、ねじりモー
メントとせん断・曲げモーメントとの複合応力に対する検討は求
めていません。本来であれば、レベル1荷重時にもねじりモーメ
ントは作用しているので検討することが望ましいですが、小規
模建築物で常時荷重に対し (5.4.1)式、(5.5.7)式を満たすように
設計されている偏心布基礎等の実績において、特段の被害が
報告されていないことなどからレベル1水平荷重時のねじりモー
メントとの複合応力の検討は、今回の改定では見送っていま
す。
今後の課題として引き続き小委員会にて検討を重ねます。

1-42 5章

p.143：静止土圧係数Koの記載がありますが、土質条件に応じ
たおおよその目安がありましたら、ご教示いただけないでしょう
か（例えば、粒径に基づく土質区分ごとの代表値や、これらの
値の根拠となった文献・資料の出典などをご教示いただけます
と幸いです）。

地盤工学会「地盤材料試験の方法と解説」などに解説がありま
すが、ヤーキー（Jaky）の式は基本的には砂質土のKoを表す式
であり、粘性土では砂質土よりも内部摩擦角が小さくなるため、
Koは大きくなる傾向があります。N値から内部摩擦角を推定す
るなどにより目安の値を求めることもできます。

1-43 5章

P148 縦筋（せん断補強筋）：atxの式中のｊの値のｄが150/2+
（13+10）/2となっているが、P149の図5.5.10 の縦筋（せん断補
強筋）の場合のｄと相違していないか。

図5.5.10のｄの取り方が逆となっていました。正誤表にて修正対
応します。

1-44 5章

p150 最下段の本文中でSWS試験による支持力算定式が記載
されていますの式番号「5.6.2」が落ちています。

正誤表にて修正対応いたしました。
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整理番号 章 ご質問・ご意見 回答

1-45 5章

P151 べた基礎スラブの設計用曲げモーメントについて「基礎ス
ラブは四辺固定のRC造スラブを対象とした場合を取り扱う」と
あります。
木造住宅のべた基礎では、周辺の固定度を考慮した、1辺ピン
端や、2隣片ピン端などの解析方法も多く用いられています。
周辺の固定度は設計者が適切に判断すべきことはわかります
が、AJIでは四辺固定だけを取り扱っています。
木造住宅のべた基礎は四辺固定による解析でも問題ないのか
等、その理由（技術的根拠）についてご教授願います。

スラブの4辺の支持条件は、設計された基礎梁の剛性に見合う
適切な支持条件を選択する必要があります。
固定度をどう仮定するかは設計者が判断すべきことであり、本
指針で一律に固定度の条件を決めることはできません。
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整理番号 章 ご質問・ご意見 回答

1-46 5章

p.153：べた基礎スラブの検定では、（5.6.9）式により引張側配
筋の検定のみが示されており、圧縮側のコンクリートの検定に
関する記述が見当たりません。また、p.116の「4.基礎設計の検
討項目」には、「荷重及び外力により直接基礎部材各部に生じ
る応力が各部材の許容応力度に基づく部材の許容耐力を超え
ないことを確認する」とあり、曲げモーメントの検定が表5.1.1に
示されていますが、具体的な検定内容の説明がなく理解しづら
い状況です。

そこで、べた基礎スラブのシングル配筋とした場合に、スラブ
の引張鉄筋比が釣合鉄筋比を超えるケースについて、圧縮側
のコンクリートの検定を行う必要性をどのように考えるべきか教
えてください。
（参考）以前RC基準2010のQ&A No.79で小規模建築物のべた
基礎にシングル筋で、スラブの引張鉄筋比が釣合鉄筋比を超
える場合の圧縮側のコンクリートの検定について別紙のように
質問しました。

基礎部材の要求性能の確認方法は、便宜的に許容応力度設
計法の考え方を採用して記載していますが、その前提として、
例えば1.4節3項の解説（P11）では、常時荷重に対する基礎部
材の使用限界状態を「耐久性に影響する有害なひび割れが生
じないこと」としており、その確認方法として、本会「プレストレス
ト鉄筋コンクリート（Ⅲ種PC）構造設計・施工指針・同解説」
（2003年）において引張鉄筋応力を長期許容応力度以下とする
こと等により最大ひび割れ幅を0.3㎜程度に間接的に制御する
考え方が示されており、鉄筋応力に着目しています。
もともと、小規模建築物の基礎設計において、釣り合い鉄筋比
を超える程、過密な配筋がされることは想定されていません
が、目標性能の確認方法には、前記指針などを参照して直接
引張鉄筋応力に応じたひび割れ幅を制御する方法などもあり
ますので、限界状態として想定される要求性能の意味合いも考
慮してご判断ください。
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整理番号 章 ご質問・ご意見 回答

1-47
5章
8章

P119 図5.2.3［注］2）品質管理されたユニット鉄筋 と P220 表
8.3.3③「組立鉄筋を用いる場合はAタイプまたはBタイプとする」
の施工品質管理された溶接組立鉄筋　と記載がある「品質管
理」とは、どの様なものを想定（指）したものか 具体的にご教
授願いたい。

一般に鉄筋を溶接すると、溶接熱により、局部的に材質が変わ
り、伸びの無い箇所（脆弱的部分）が形成されます。近年、構造
材料として鉄筋のJIS規格に規定される規格降伏点や伸びなど
の特性値が担保されるスポット溶接技術が開発され、住宅の基
礎工事の現場で広く用いられるようになっています。「品質管
理」とは、このような鉄筋の構造特性値に影響を与えない溶接
品質を管理するための項目であり、詳細は日本建築センターな
どの評価機関が行う技術評価をご参照ください。
現場での工事監理という意味では、第3者の性能証明を取得し
ているユニット鉄筋（溶接組立鉄筋）を使用している場合には、
受入れ時に納品書などで性能証明番号などを確認するなどの
書類確認が考えられます。

1-48 6章

杭状改良体の沈下検討ですが、先端からの計算は杭基礎とし
ての検討ではないでしょうか？

杭状改良体の沈下検討は、基礎指針を参考に等価荷重面法を
推奨しています。なお、本指針では杭基礎について取り扱って
おりません。
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整理番号 章 ご質問・ご意見 回答

1-49 6章

6.3節 浅層混合処理工法 ⑤下部地盤に作用する分散応力の
計算、⑥下部地盤の許容鉛直支持力度の計算について
⑤の作用応力では、基礎底面から下部地盤までの地盤の荷重
を見込んでいるが、⑥の下部地盤の支持力計算では、
SWS試験による場合、基礎底面から下部地盤までの地盤によ
る抑えの効果が考慮されていない。式（6.3.7）は式（3.3.6）を極
限支持力に対応させたものと思われるが、式（3.3.6）は基礎直
下の地盤の支持力のため、テルツァーギ式から根入れの効果
を無視して導いた式となっている。
しかし、下部地盤に作用する応力と下部地盤の許容鉛直応力
の比較においては、式(6.3.8)と同様に根入れの効果を見込め
ると考えられるが、いかがでしょうか。
なお、p.77の３．層状地盤の支持力においても、確実な重力の
作用による抑えの効果があり、上部層の荷重は相殺される旨
が記載されている。

式（3.3.6），（3.3.7），（3.3.8）および式（6.3.5），（6.3.7），（6.3.8）の
考え方は以下の通りです。
式（3.3.6），（6.3.7）について
スクリューウエイト貫入試験と平板載荷試験の関係から導かれ
た式です。元となる平板載荷試験の測定深度が不明であり，根
入れ効果の評価は不可なため，評価式から根入れの項を外し
ています。
式（3.3.7），（3.3.8）について
文中にあるように，γ1×Df ' は元から存在する地盤で確実な

抑え効果が見込まれるため，耐力係数1/3の範囲から外してい
ます。これは，一般的に小規模建築物の基礎根入れは浅く，抑
え効果の影響は小さいため，耐力係数1/3の範囲から外しても
大きな問題にはならないという判断が働いています。また，γ1

×Df ' は相殺されるため，式（3.3.7）から式（3.3.8）に移行すると

きには，この項目を外しました。（本式については判断する決め
手がなく，結果的には議論を尽くして掲載された基礎構造設計
指針の式に合わせることにしました）
式（6.3.5），（6.3.8）について
改良地盤は不確実性を含むため，初版（2008年）の実績を踏ま
え，耐力係数1/3を抑え効果に反映しています。そのため，初
版（2008年）と同一の評価式となっています。
以上より，根入れの抑え効果については，評価式に統一性が
ありませんが，影響の大きさと確実性を重視した結果と受け止
めて頂きたく思います。

1-50
3章
6章

砂層下の粘性土地盤の支持力算定式では、土被り圧を荷重と
支持力の双方で「相殺される」ものとして扱っています（式
(3.3.7)と式(3.3.8））。このことは、浅層混合処理された地盤下の
支持力算定時でも当てはまりますか？
すなわち、下部地盤に作用する分散応力の算定では、式(6.3.5)
で土被り圧を考慮しています。一方、下部地盤の支持力をSWS
試験結果から算定する場合は、土被り圧が考慮されていない
式(6.3.7)が使用されます。このため、SWS試験結果を用いて下
部地盤の支持力評価を行う場合、式(6.3.5）の第2項を無視して
も構わないのでしょうか？

No1-49の回答を参照願います。
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整理番号 章 ご質問・ご意見 回答

1-51
3章
6章

P77,78 2層地盤の下部地盤の許容応力度の式（3.3.8)式では、
Df´の項（基礎底面から下部粘性土までの深さの項）に安全率
1/3がかかっていません。
しかし、P187の浅層混合処理工法の下部地盤の許容応力度
の式（6.3.8)式のDf´の項（基礎に近接した最低地盤面から下部
地盤までの深さの項）には安全率1/3がかかっています。
この下部地盤の許容応力度の式、２層地盤の下部地盤の許容
応力度の式において、安全率の考え方が異なる理由がわから
ないので教えてください。
(3.3.8)式、(6.3.8)式も建物周囲を掘削する可能性については
同じかと思いますので質問しました。

No1-49の回答を参照願います。

1-52 6章

P166 従来の指針で定義されていた小規模建築物を超える適
用範囲において、鉛直検定比に余裕がない場合は水平方向の
検討が必要との記載だが、従来の指針の適用範囲を超える場
合の意味がわかりません。
軒高9m超又は最高の高さ13m超16m以下（いずれも延べ面積

500m
2
以下）の場合のことでしょうか？

従前の指針とは初版（2008年）を指し，初版で定義されていた
小規模建築物の適用範囲は、地上3階以下、建物高さ13ｍ以
下、軒高9ｍ以下、延べ面積500㎡以下の条件を満足する建築
物になります。

1-53 6章

杭状改良体を採用した場合、地盤の耐力は期待せずパイルド
ラフトの考え方はしないこととしています。その場合、杭状改良
体を配置しない基礎梁下にもフーチングは必要なのでしょう
か。
また、杭状改良体の施工誤差を考慮した上でせん断もコンク
リート断面で十分伝達できるような設計を行った場合にフーチ
ングの幅は不要と考えることは何か問題あるでしょうか。
例）梁幅250の基礎梁にフーチングなし（フーチング幅250）とし
た場合
小口径鋼管杭φ114、施工誤差±100とすれば杭心は基礎梁
幅内に十分納まっています。
指針の図例にあるような一般的な布基礎形状にあるフーチン
グの出を不要とすることは問題あるのでしょうか。

1.4節の「基礎部材」の要求性能を満たすかどうかにより，判断
することになります。

1-54 6章

杭状改良体と基礎梁は鉄筋で接合しないため、水平加力時に
も基礎梁に杭体からの曲げ戻し応力は発生しないと考えてい
ます。但し、摩擦により上部架構の水平力は地盤に伝わると考
えていることに矛盾はあるのでしょうか（評価機関から曲げ戻し
の考慮を言われることがあるため）。

P169に記載の通り、直上の基礎との回転剛性は工学上無視す
ることができると考えます。
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1-55 6章

パラメトリックスタディに基づき、常時における鉛直荷重と
改良体材料強度の比が0.80を超える場合には水平検討を実施
する旨が示されていますが、本取り扱いは深層混合処理工法
のみに適用されるものと解釈してよろしいでしょうか。

小口径鋼管杭の場合でも，鋼管軸径(φ=114.3mm)もしくは鋼管
厚さ(t=4.5mm)より小さい鋼管を採用すると，地盤の条件によっ
ては，水平抵抗の安全性に問題があり得るパラメトリックスタ
ディ結果が示されています。
（島田将伍他，小規模建築物のための地盤改良で使用される
小口径鋼管杭の水平抵抗，日本建築学会大会学術講演梗概
集，構造Ⅰ，No.20270，pp.539-540，2024）
初版（2008）の当時は，常時荷重に余裕がある設計が一般的で
あったため，水平方向の検討を省略することが成り立っていま
した。一方，最近では常時荷重に余裕のない設計を行うケース
があります。杭状地盤改良全般に対していえることですが，常
時荷重に余裕のない設計を行う際には，水平方向の検討が必
要となることもあります。

1-56 6章

p.166 上から7 行目：「鉛直検定比が0.8 以下の場合、水平抵
抗の安全率が1.0 を下回る」とありますが、対象は深層混合処
理工法のみで、小口径鋼管や既製コンクリート、木材（基礎に
埋め込ませない場合）については、水平抵抗（地震時の断面検
討）の検討が必要ということでしょうか。

No.1-55の回答を参照願います。

1-57 6章

p.166の水平荷重に対する検討が省略できるとしている検定比
0.8については、建物全体荷重を全本数の改良体材料強度で
除した値による検定比として評価してよいという理解でよろしい
でしょうか。

基礎の剛性が十分に大きく、基礎底版に作用する最大接地圧
と最小接地圧に大きな差がない場合には、建物全体荷重を改
良体全本数で除した値が改良体1本当たりの負担荷重として検
定してよいと考えます。なお、この場合の改良体材料強度と
は、改良体の長期許容応力圧縮力です。

1-58 6章

p.166の8行目 「従前の指針で定義されていた小規模建築物を
超える適用範囲」との記載について、その具体的な意味を確認
したく存じます。本記載は、鉛直荷重1,000 kNおよび水平荷重
200 kNを超える範囲を指すものと解釈してよろしいでしょうか。

従前の指針とは初版（2008年）を指し，初版で定義されていた
小規模建築物の適用範囲は、地上3階以下、建物高さ13ｍ以
下、軒高9ｍ以下、延べ面積500㎡以下の条件を満足する建築
物になります。
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1-59 6章

p.166の6行目： 鉛直検定比の算出式として「常時の鉛直荷重/
改良体の材料強度」と記載されていますが、正しくは改良体の
材料強度ではなく、“材料強度から求まる長期許容支持力”で
はないでしょうか。

また、検定比0.8 では現行の実績からすると厳しい条件であ
り、根入れや摩擦の影響を考慮すると、杭状改良体に作用す
る鉛直力はそれほど大きくないと考えております。検定比の緩
和や除外規定を設けることは可能でしょうか。

さらに、過去の地震被害調査において、地震力により杭状改
良体が破損した事例がないのであれば、鉛直検定の検討を省
略できるのではないかと考えますが見解をお聞かせください。

鉛直検定比の算出式に記されている「改良体の材料強度」は
「改良体の長期許容圧縮力」に修正して正誤表にて対応しま
す。
検定比0.8については、根入れや摩擦の影響を除いたものであ
り実際の水平抵抗には余力があると想定されます。ただし、現
状では定量的なエビデンスとして示すことができていないことか
ら緩和や除外規定を指針に設けることはできません。今後の課
題と考えています。
なお、過去の地震被害調査において、レベル1荷重に対して設
計が行われていれば被害実態がほとんど無かったことから、レ
ベル2荷重に対する性能グレードCの要求性能は確保されると
考えられます。ただし、レベル1荷重に対して損傷限界を超えな
いことの確認は必要です。

1-60 6章

P166の杭本数はギリギリを攻めて、常時の鉛直荷重/改良体
の材料強度≧0.8の場合がほとんどであると思いますが、これ
は杭検討書において水平方向の検討が必須になるということ
ですか？

ギリギリで設計するのであれば、指針P166に記載の通り、水平
抵抗に対する検討が必要になります。

1-61 6章

P168 木材を用いた杭状改良工法の説明において、地下水の
常水面下に圧入といありますが、建築基準法施行令第38条第
6項に木造の平屋建は除くとあります。平屋は除く内容は踏襲
することでよろしいでしょうか。
性能証明を取得している工法は常水面下を考慮しない代わり
に防腐処理で対策をとるとありますが、本書は木杭は常水面
下を前提ですので性能証明の工法は除かれるものなのでしょ
うか。

建築基準法施行令第38条第6項に記載されている内容を踏襲
するかなどの法令への適合性確認は設計者にて判断してくだ
さい。また、性能証明を取得している工法については、それぞ
れの工法の設計基準に則って対応する必要があることから、本
指針では対象外とさせていただきます。

1-62 6章

P169図6.1.2の接合方法によれば、地震時に水平力が作用して
も適用範囲外とし、計算例18の確認は不要と考えてよいか。

P169図6.1.2の接合方法であったとしても、鉛直検定比が0.8を
超える場合は、杭状改良体の水平抵抗に対する検討が必要だ
と考えます。

1-63 6章

p.175建築センター指針に示されている戸建住宅を対象とした
深層混合処理工法に関し、改良体支持力算定時に用いる地盤
定数の換算方法における低減係数0.8については、適用する必
要はないとの解釈でよろしいでしょうか。

他の指針類に対して、適用の可否を回答する立場にありませ
ん。それぞれの指針類の適用範囲や前提条件を勘案してご判
断ください。
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1-64 6章

p.175：SWS試験において、自沈層では負の摩擦力が働くため、
周面抵抗力は考慮しないものと理解しております。一方で、自
沈層上部に位置する回転層や、自沈層に挟まれた回転層（下
図（A））については、周面抵抗力を評価対象としてよいのでしょ
うか。具体的に、これらの層において極限周面抵抗力を見込め
る条件や、層厚・層構成等による適用上の制限があれば教え
てください。

自沈層において必ずしも負の摩擦力が作用するとは限りませ
ん。なお、周面抵抗力を考慮する範囲や適用上の制限につい
ては、地形や近隣の実績、地盤調査結果等を総合的に踏ま
え、設計者にてご判断ください。

1-65 6章

p.178「⑤杭状改良体の配置」に関する項目（従来記載されてい
た2mピッチの記載が削除された箇所）において、基礎スラブの
押し抜きせん断に関する検討が求められていますが、その算
定方法について、本指針に基づく具体的な指示や考え方が示
されているか、ご教示いただけますでしょうか。荷重条件が接
地圧しか分からない場合など

基礎スラブの押し抜きせん断に関する検討につきましては、本
会編「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」または「建築基
礎構造設計指針」に準拠してください。

1-66 6章

p.178：小口径鋼管（D=100～200mm）、既製コンクリート柱状体
（D=200～250mm）、木材（D=100～200mm）といった径の範囲
が記載されていますが、この範囲から外れる径を使用する場
合の扱いについて確認させていただきます。記載範囲外の径
については、任意の技術評定（一般評定・性能証明など）に
沿って対応するという理解でよろしいでしょうか。

ご認識の通り、任意の技術評定（一般評定・性能証明など）に
沿って対応して下さい。

1-67 6章

P179の曲げモーメントの式が間違っていたとのことですが，こ
れ以外にも正誤表がありましたら教えてください。

別途，正誤表にて対応します。
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1-68
6章
計算
例

p179では、「杭状改良体の最小配置間隔は2D以上とする。た
だし、隣接する杭状改良体への影響を考慮に入れた支持力や
変位量の妥当な評価が可能であれば、～慎重な検討が必要で
ある。」と記載されています。
一方で、p344�［計算例18］深層混合処理工法（Φ50.0㎝）の
例図6.1.1および6.1.2では、改良体間隔が
2D以下の91㎝で配置されている箇所がありますが、計算過程
ではp179に記載されているような変位量の考慮がされておりま
せん。p179の文面からすると、変位量や群杭効果を考慮した地
盤反力の計算過程が必要とならないのでしょうか？

計算例18は水平抵抗に対する計算事例です。配置間隔に関し
て、適切ではなかったので、図を訂正いたします。

小口径鋼管は2D以上確保されており、支持力や変位量に対す
る影響は無いものと考えます。ただし、計算例18では群杭とな
らない前提として検討しています。

1-69 6章

P181「沈下検討の対象とする圧密対象層は、飽和した軟弱な
沖積粘性土層あるいは高有機質土層で」とありますが、有機物
に対して圧密試験を行い沈下検討する事は適当なのでしょう
か？
※実務において有機質土は定性的判断としており、沈下量を
求めることは経験上ございません。

高有機質土であっても、圧密試験を行い、圧密対象層（有効応
力が圧密降伏応力を超える範囲の土層）か否かを判定する方
法は妥当だと捉えています。ただし、沈下量については、圧密
試験の結果だけでなく、物理試験や強熱減量試験の結果も踏
まえ、総合的に評価する必要があります。

1-70 6章

p.190図6.4.2液状化対策としての木材等による地盤の密度増大
工法について、杭間隔がある場合には、密度増大効果はほと
んど期待できないと考えられますが、杭間隔の設定も含めた見
解はいかがでしょうか。

密度増大工法は工法毎に、密度増大効果が発揮される配置間
隔の条件があることから、各工法の設計基準に則って改良体
の間隔等を設計する必要があります。

1-71 7章

P193の擁壁の設計において，(b)安息角ライン以深の地盤まで
基礎の根入れをする場合、土圧は擁壁が全て負担するものと
して設計すれば建物の基礎自体は片側に土圧を受ける基礎と
しての検討は不要と考えてよろしいでしょうか。

擁壁崩壊後の状況が永久に放置され、恒久的に基礎が土圧を
負担する状況はないと考えられますが，擁壁崩壊リスクを想定
して，「建築物の基礎設計」において，擁壁修復までの一時的
状況を想定し、「片側に土圧を受ける基礎」としてまで設計する
かは設計者の判断となります。

1-72 7章

p.194図7.1.2（ｃ）の安息角に対応した地盤改良に関し、せん断
抵抗を期待した設計とする場合、柱状改良による対応は妥当
であるかご教示ください。また、この場合、鋼管杭と柱状改良を
同等のものとして取り扱ってよいかについても併せてご教示願
います。

地盤改良体のせん断抵抗に期待した設計をする場合は、改良
体に生じる曲げやせん断に対し1.4節の地盤改良のクライテリ
アを満足するように設計してください。
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1-73 7章

P197 5行目の「一般に、木造建築物の2階建て住宅の場合、
10kN/m2程度の上載荷重を考慮するが」とありますが、実際に
は仮に2階建てであっても15kN/m2前後ですし、接地圧係数を
加味すると20kN/m2に迫る物件も多いです。よって、この記載
が誤っております。
上載荷重10kN/m2という設定は旧・宅造法の規定が継承され
てきているのであり、昨今の建物重量で考える場合、新設擁壁
で見込む上載荷重としては少なすぎると思われます。また、こう
した造成地に3階建てが計画されるケースも有り、建築を支えら
れるだけの上載荷重が見込まれていません。このため、杭が
必要になり、跳ね出し基礎で対応するケースも多く、建築主の
負担を増大させる一因となっています。ここに昨今の建築費高
騰が追い打ちを掛けています。木造家屋の大半が2階建てであ
る以上、2階建てを素直に建てられない設定はおかしいと思い
ます。
開発時の利用想定があるから造成に踏み切るのであって、造
成届け出時に、想定している建物概要や上載荷重設定の根拠
を事前に提示するなど、仕組みを作る必要があるのではないで
しょうか。また、新築時には擁壁の安全性の確認が取れず、負
担を掛けられないという状況が多発しており、造成時の行政・
事業者側の図書保存を厳格化するなど、日本建築学会として、
「宅地造成及び特定盛土等規制法」の規定、及び国土交通省
に申し入れをすべきではないでしょうか。

現行の宅地造成関連法令における擁壁の上載荷重の設定は5
～10kN/m²程度の均等荷重を標準としています。
ご指摘の通り、近年の実際の木造2階建て住宅や3階建て住宅
の建物重量の上載荷重とは乖離が生じているケースが多いの
が現状です。
したがいまして、新設擁壁の場合は、現行の10kN/m²という一
律の基準ではなく、計画建物の階数・構造等を反映した上載荷
重の設定が必要であり、既存擁壁の場合は、改訂版（2025）に
あるフリューリッヒの地盤応力理論を活用した安全性の確認
が、設計・施工上の不整合やトラブル防止につながると考えて
います。
造成地盤の諸問題，既存擁壁の扱い方については本指針に関
わる小委員会でも次の改定を睨み，課題として共有していま
す。

1-74 7章

p.200：擁壁の上部に建物がある場合を想定した記述となって
いますが、擁壁と同じ地盤高さの場合や、擁壁よりもレベルの
低い地盤に建物がある場合についても検討が必要と考えてい
ます。これらの条件における、擁壁からの離れ距離の考え方に
ついてご教授いただけますでしょうか。

一般に、がけあるいは擁壁の「高さの2倍以上」の水平距離を
確保する必要があるとされています。
がけ条例などでさらに厳しい規定を設けている自治体もありま
すので、地域の条例をご確認ください。
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1-75 7章

P201のIw（換算係数）について，例えば擁壁高さH=2.0mの場
合，X=5.0mの場合でも，Iw=0.16程度となり，建物荷重の影響
があることになりますが，P200のフロー①にあるようにP197の
安息角の確認により影響の有無を確認すればよいでしょうか。

フリューリッヒの地盤応力理論は、既存擁壁が想定していた上
載荷重と、計画する建築物の接地圧とを比較し、既存擁壁の安
全性を確認するための方法です。これは、既存擁壁がどの程
度の荷重に耐えられるかを評価し、計画建物の荷重がその範
囲内であるかを確認する際に用いられます。

一方、安息角対応は、既存擁壁の安全性が十分に確認でき
ない場合や、擁壁の構造的な詳細が不明な場合に、建物の荷
重が擁壁に直接影響しないよう、建物の配置や基礎の位置を
安息角の範囲外に設定することで安全性を確保する対策で
す。

このように、フリューリッヒの地盤応力理論と安息角対応は目
的が異なります。設計にあたっては、既存擁壁の構造や安全性
の確認状況、計画建物の規模や配置条件などを総合的に判断
し、適切な方法を選択することが重要です。

1-76 7章

p.201図7.1.11（p.201）について，下図（左）の間知擁壁やもたれ
擁壁では、台形荷重により土圧の軽減が図れそうですが、下
図（右）のＬ型擁壁などでは、仮想背面で安定計算をするように
なっているので土圧の軽減が計れなくなるのでしょうか？

添付資料2 枚目、Ｌ型擁壁では「Ⅹ」をどのようにとればよいの
でしょうか？

フリューリッヒの地盤応力理論は、既存擁壁が想定していた上
載荷重と、計画する建築物の接地圧とを比較し、既存擁壁の安
全性を確認するための方法です。これは、既存擁壁がどの程
度の荷重に耐えられるかを評価し、計画建物の荷重がその範
囲内であるかを確認する際に用いられます。

したがいまして、本理論は「土圧の軽減」を目的とした検討方
法ではありません。土圧については、別途、必要に応じて検討
を行う必要があります。

また、添付資料2枚目の図は、今回の小規模建築物基礎設計
指針の改定では扱っていない内容ですが、擁壁背面に盛土
（盛土高さH₀）と上載荷重q（換算盛土高さH₁＝q/γ）がある場
合の盛土荷重の換算等分布荷重ｑｗを求めるための図と考え
られます。この場合の「X」は、X＝X₁＋X₂/2となり、擁壁が起点
となっています。
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1-77 7章

P.205図7.2.4(A)浅層と深層の併用は可能なのでしょうか？
圧縮応力がかなり違ってくるのでは…？実際は安全だとは思う
のですが…。

地業として浅層混合処理工法と深層混合処理工法を併用する
場合、改良方法が異なるため、両工法の境界部や接合部にお
いて地盤の剛性や沈下量に差が生じやすく、不同沈下が発生
するリスクが無いとは言えません。そのため、各工法ごとに1.4
節に示す地盤改良の要求性能を満足することについて，事前
に確認を行うことが重要です。

1-78
7章
9章

P193の安息角の基点として24行目「擁壁前面地盤高と擁壁た
て壁との交点を基点」とありますが、例えば、横浜市の「第４章
基礎を立ち下げる場合の基本的考え方」では、「原則として擁
壁構造体内面とがけ下地盤面との交点」とあります。
また、23行目「擁壁に建物荷重を作用させない」のであれば、
内側を基点にするのが正しいように思えますが、この記述は24
行目の記述と矛盾しませんか？ P273の27行目の解説、P275
の図とも異なります。
安息角基点を擁壁の外側から取るか、内側から取るか、その
差異について、また、どちらを基点とすべきか、考え方をお教え
ください。

安息角は、「2025版 建築物の構造関係技術基準解説書」など
を参考に、擁壁前面の地盤面と擁壁たて壁との交点を基点とし
ています。この設定は、既存擁壁の断面も不明であるような現
場での基点の判定や設計においても合理的かつ実務的である
と考えています。

P275図9.4.2は、二段擁壁（一体の擁壁）として設計・検討すべ
きかどうかの判断基準を示しています。
なお、θは表9.4.1に示す土質別の角度を用います。

1-79 9章

p.279（図9.4.5）： 背面土の転圧不足により沈下や陥没が生じる
例として示す場合、陥没が発生する範囲を考えると、盛土・埋
戻し土の領域は青い破線の左側部分のみではないでしょうか。

全体盛土および埋戻し土において締固めが不十分な場合、地
表面に表れる症状として陥没を表現しています。※埋戻しの場
合は青線になると思いますが、全体盛土では青線とは限らない
ので限定していません。
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1-80 9章

30㎝毎に地盤を締め固めることは、あまり良いことではないと
のことでした。雨が降った後に沈下する可能性があると言って
いたと思いますが、p.266の水浸沈下のことなのでしょうか？十
分な締固めが水浸沈下を防ぐことにはならないということでしょ
うか？

基本的な施工基準として、30cmごとの層厚管理があります。た
だし、30cmの層厚に拘りすぎると使用する重機の規格によって
は締固めが不足する場合もありますし、擁壁近傍などの大型重
機が進入できない箇所では小型重機による施工（締固めエネ
ルギーが不足しがち）となるため、入念な転圧管理が必要とい
うことです。なお、降雨に起因する地盤の沈下は「水浸沈下」の
一つです。この水浸沈下量を最小限に抑えるためには、施工時
に可能な限り土砂の含水比管理を行うとともに，規定の「密度」
まで十分に締め固めることが極めて重要となります。「十分な締
固め」が「地盤の固さ（変形剛性）」と同じ意味で捉えられること
がありますが，締固め完了後の「地盤の固さ（変形剛性）」は必
ずしも「耐沈下性」に比例しません。乾燥気味の土砂を用いて
締固めを行うと，カチカチの固い地盤（変形剛性の高い地盤）が
出来上がりますが，降雨などによる水浸沈下が生じやすくなり
ます。一方，湿潤気味（最適含水比よりもやや多い水分量）の
土砂を用いて締固めを行うと，仕上がりはやや柔らかく感じま
すが，その後の水浸沈下の可能性は小さくなります。もちろん，
極めて大きな締固めエネルギーをもった転圧重機を用いて締
固めを行えば，乾燥気味の土砂を用いても十分な密度まで締
め固めることが可能であり，水浸沈下の可能性も小さくできま
すが，小規模建築物を建てるための一般的な宅地地盤に対し
てそのような転圧重機を用いることは稀です。

1-81 10章

建設時に埋設してあった浄化槽等の構造物を撤去し、局所的
に自然地盤と異なるときがあります。掘削範囲の記録があり、
SWWS試験などで軟弱局所が特定でき、自然地盤が十分な耐
力がある場合は、p.277～278の擁壁の埋戻し土に関する留意
点に記載されている対策を流用してもよいか教えて下さい。

擁壁の埋戻し土に関する留意点と同様の考え方で問題ないと
思います。

1-82
計算
例

P.344小口径鋼管の杭頭固定度αｒ＝0.25（半固定）としている
が実務に則しているか？
半固定は深層混合処理工法の設計手法であり、鋼管の設計
手法は固定もしくは自由のみです。
異なる設計手法を転用するのは認められないのではないでしょ
うか？
※実務におきましても、各確認審査機関は特殊工法以外にお
いては小口径鋼管でも半固定は認められておりません。

小規模建築物で使用される杭頭をスラブに固定しない小口径
鋼管の水平抵抗については，研究的事例が少なく，今後の課
題となっています。特に，杭頭固定度については知見がありま
せん。計算例18では，計算過程を示すことが目的でしたので，
固定度については深層混合処理工法との比較を意識して，単
に0.25と仮定しただけになります（読者に混乱が生じていますの
で，固定度0の計算例を示した方がよかったかもしれません）。
現状では，固定度0もしくは固定度1の両方で検討し，安全側の
運用が現実的と捉えています。
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整理番号 章 ご質問・ご意見 回答

1-83
6章
計算
例

p.169 5行目：「小口径鋼管のように～埋め込ませる場合」は水
平力を考慮した検討をすると記載がある。埋め込まない場合に
は水平力の検討は不要なのか。そもそも、埋め込みを前提とし
た仕様は本指針の適用範囲外ではないのか。

また計算例18 における杭頭固定度α＝0.25 はどのような根
拠で設定されているのか。固定されていないのであれば、固定
度は０とするのが妥当ではないのか。さらに、この記載は深層
混合処理工法に対するものと理解しているが、小口径鋼管にも
適用する必要があるのか。杭の水平力に関する適用範囲につ
いては、延べ面積は影響しないため無関係ではないのか。

小口径鋼管杭による地盤改良においても，深層混合処理工法
と同様に，鉛直荷重に対し杭体の許容応力度に余裕がない場
合には水平抵抗の検討が必要になることがあります。
杭頭固定度に関する内容については，No.1-82の回答を参照
願います。

1-84 設計例

計算例18p.347の小口径鋼管の水平検討において、固定度を
0.25とする取り扱いについてご教示ください。固定度を0とした
場合は適用できないでしょうか。また、固定度0.25を用いる場合
の杭頭変位の算定方法についても併せてご教示いただけます
でしょうか。

No.1-82の回答を参照願います。

1-85 計算例

p.344 下から8 行目：「半固定として固定度は 0.25 とする」と記
載されていますが、この場合、改良杭頭部に生じるモーメントの
処理が行われていないように見受けられます。杭頭に発生する
モーメントを無視してよいのか、ご確認をお願いしたいです。も
し無視して差し支えないのであれば、その理由についても教え
てください。

No.1-82の回答を参照願います。

1-86 計算例

計算例について、それぞれ実際のモデルに基づいての計算す
る講習会などがありましたら受講を希望します。
今後計算例の講習会などの予定がありましたら案内を希望し
ます。

2029年度に小規模建築物基礎設計の設計例集の改訂が予定
されています。刊行と同時に講習会が開催されます。
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